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1
0
0
万
円
程
度
）。ま
た
申
立
権
者
が
限

ら
れ
て
お
り
選
任
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。

2
ー
1 

所
有
者
不
明
土
地・建
物
管

理
命
令
制
度
の
利
用

　
次
に
、時
間
と
費
用
の
観
点
か
ら
、2
0
2
3

年
4
月
施
行
の
改
正
民
法
で
導
入
さ
れ
た
所

有
者
不
明
土
地・建
物
管
理
命
令
の
制
度
の
利

用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、裁
判
所
に
所
有
者
不
明
土

地
・
建
物
の
管
理
人（
裁
判
所
選
定
の
弁
護

士
な
ど
）を
選
任
し
て
も
ら
い
、裁
判
所
の
許

可
を
得
て
、対
象
不
動
産
を
購
入
す
る
方
法

と
な
り
ま
す
。

　

前
述
し
た
不
在
者
財
産
管
理
人
制
度
と

異
な
る
点
は
、管
理
対
象
が
行
方
不
明
者
の

財
産
全
て
で
は
な
く
、対
象
不
動
産
に
限
ら

れ
る
点
で
す
。そ
の
た
め
、不
在
者
財
産
管
理

人
制
度
よ
り
も
予
納
金
の
金
額
も
比
較
的

低
額
と
な
り
や
す
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

選
任
に
か
か
る
期
間
は
、事
案
に
よ
り
ま

す
が
、2
～
3
カ
月
程
度
で
す
。な
お
、本
事

案
と
は
直
接
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、所
有

者
不
明
不
動
産
の
解
消
が
制
度
趣
旨
の一つ

で
あ
る
た
め
、対
象
不
動
産
を
買
い
受
け
た

い
民
間
事
業
者
も
本
制
度
の
申
立
て
が
可
能

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、本
制
度
は
、区
分
所
有
建
物
に
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
解
説
】

1 

不
在
者
財
産
管
理
人
の
選
任

　

住
民
票
等
の
調
査
の
結
果
、土
地
建
物
の

所
有
者
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
ず
、所
在
が
不

明
な
場
合
、裁
判
所
に
行
方
不
明
者
の
代
わ

り
に
そ
の
財
産
を
管
理
し
て
く
れ
る
不
在
者

財
産
管
理
人
の
選
任
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す（
な
お
、行
方
不
明
者
の
死

亡
が
確
認
さ
れ
、そ
の
相
続
人
が
い
な
い
場

合
に
は
、相
続
財
産
清
算
人
選
任
申
立
て
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。

　

本
事
案
も
調
査
の
結
果
、行
方
不
明
者
の

死
亡
が
確
認
で
き
な
い
た
め
従
来
同
様
、不

在
者
財
産
管
理
人
選
任
の
申
立
て
を
行
い
、

選
任
後
、不
在
者
財
産
管
理
人
か
ら
土
地
建

物
を
買
い
取
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、不
在
者
財
産
管
理
人
の
場
合
、

選
任
に
数
カ
月
か
ら
半
年
程
度
か
か
り
、

申
立
て
の
際
に
支
払
う
予
納
金
も
高
額
に

な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す（
数
十
万
円
か
ら

【
回
答
】

　

従
来
は
、不
在
者
財
産
管
理

人
の
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
現
在
で
は
、2
0
2
3

年
4
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
所
有

者
不
明
土
地
・
建
物
管
理
命
令

の
制
度（
民
法
2
6
4
条
の
2

以
下
）を
活
用
し
、所
有
者
不
明

土
地
・
建
物
管
理
人
か
ら
の
購

入
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
一方
、購
入
に
こ
だ
わ
ら
ず
、空

き
家
の
管
理
状
況
の
み
を
改
善

さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、同
じ
く
施

行
さ
れ
た
管
理
不
全
建
物
管
理

制
度（
民
法
2
6
4
条
の
9
以

下
）を
活
用
し
、同
管
理
人
に
建

物
の
修
繕
等
を
さ
せ
る
方
法
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

所
有
者
不
明
土
地・建
物
の
購
入
方
法
は
？

み
ら
い
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

藤
原 

慎一郎

2
ー
2 

所
有
者
不
明
土
地・建
物
管

理
命
令
の
手
続
き

　

所
有
者
不
明
土
地・建
物
管
理
命
令
制
度

を
利
用
し
た
場
合
、そ
の
手
続
き
は
、①
行

方
不
明
者
の
所
在
調
査
、②
裁
判
所
へ
の
申

立
て
、③
予
納
金
の
支
払
い
、④
裁
判
所
に
よ

る
官
報
公
告（
1
カ
月
以
上
の
期
間
）、⑤
裁

判
所
に
よ
る
管
理
命
令（
管
理
人
の
選
任
）、

⑥
裁
判
所
に
よ
る
管
理
命
令
の
登
記
、⑦
管

理
人
の
管
理
行
為
の
実
施
と
い
う
流
れ
で
行

わ
れ
ま
す
。

　

①
の
所
在
調
査
で
は
、戸
籍
や
住
民
票
の

調
査
、現
地
調
査
等
を
行
い
ま
す
。調
査
事

項
に
つ
い
て
は
、裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

報
告
書
の
ひ
な
形
や
必
要
書
類一覧
が
ア
ッ
プ

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、そ
ち
ら
も
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

　

③
の
予
納
金
の
金
額
は
事
案
ご
と
、主
に

管
理
人
の
行
う
管
理
行
為
の
内
容
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。単
な
る
売
買
の
場
合

は
、数
十
万
円
程
度
に
収
ま
る
こ
と
が
多
い

と
思
わ
れ
ま
す（
用
途
は
主
に
官
報
公
告
の

費
用
や
管
理
人
報
酬
な
ど
）。

　

⑦
の
管
理
人
の
管
理
行
為
に
つ
い
て
も
事

案
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、本
事
案
で
は
、

建
物
の
中
な
ど
を
確
認
の
上
、土
地
建
物
の

価
値
の
資
料（
固
定
資
産
評
価
や
査
定
書
な

ど
）を
提
出
し
て
裁
判
所
の
許
可
を
得
た
上

で
、選
任
さ
れ
た
管
理
人
か
ら
購
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。な
お
、こ
の
場
合
、売
買
代

金
は
最
終
的
に
法
務
局
に
供
託
さ
れ
ま
す
。

3 

管
理
不
全
建
物
管
理
制
度

　

今
回
の
よ
う
に
、隣
地
の
空
き
家
の
管
理

状
況
が
芳
し
く
な
い
場
合
、2
0
2
3
年
4

月
に
施
行
さ
れ
た
管
理
不
全
建
物
の
管
理

制
度
の
活
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。管
理
人
を

選
任
の
上
、例
え
ば
、隣
の
空
き
家
の
ひ
び
割

れ・
破
損
が
生
じ
て
い
る
外
壁
の
補
修
工
事

や
、ご
み
の
撤
去
・
害
虫
の
駆
除
な
ど
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。な
お
、所
有
者
不
明

土
地
・
建
物
管
理
命
令
の
制
度
と
異
な
り
、

申
立
て
に
は
管
理
不
全
に
よ
り
自
己
の
権
利

等
が
侵
害
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

な
ど
が
必
要
で
す
。

　

同
制
度
は
、所
有
者
が
判
明
し
て
い
る
不

動
産
で
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

4 

そ
の
他
の
改
正（
所
在
不
明
共
有

者
に
関
す
る
制
度
）な
ど

　

本
事
案
と
は
関
係
し
ま
せ
ん
が
、こ
の
他

に
も
、共
有
者
の
う
ち
の
1
人
が
行
方
不
明

の
場
合
の
制
度
が
2
つ
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

1
つ
目
は
、共
有
者
が
行
方
不
明
の
共
有

者
の
持
分
を
買
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
す
。共
有
者
は
、裁
判
所
の
決
定
を
得
て
、

所
在
不
明
の
共
有
者
の
持
分
に
相
当
す
る
金

銭
を
供
託
し
た
上
で
、そ
の
持
分
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す（
民
法
2
6
2
条
の
2
）。

　

2
つ
目
は
、行
方
不
明
の
共
有
者
の
持
分

も
一
緒
に
第
三
者
に
売
却
が
で
き
る
制
度
で

す
。共
有
者
は
、裁
判
所
の
決
定
を
得
て
、所

在
不
明
共
有
者
以
外
の
全
員
が
特
定
の
者
に

持
分
全
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
条
件
に
、所

在
不
明
共
有
者
の
持
分
を
そ
の
特
定
の
者
に

譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
民
法
2
6
2

条
の
3
）。

　

共
有
者
が
行
方
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
で
こ

れ
ま
で
処
分
が
難
し
か
っ
た
不
動
産
も
、こ
れ

ら
の
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
で
処
分
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、所
在
不
明

の
共
有
者
の
持
分
が
遺
産
共
有
状
態（
遺
言

も
な
く
、法
定
相
続
人
ら
が
遺
産
分
割
協
議

を
し
な
い
ま
ま
、遺
産
が
法
定
相
続
人
間
で

共
有
と
な
っ
て
い
る
状
態
）の
場
合
、相
続
開

始
か
ら
10
年
間
は
、こ
の
所
在
不
明
共
有
者

に
関
す
る
制
度
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
ご
相
談
へ
の
回
答
と
と
も
に
、所

有
者
不
明
土
地
・
建
物
に
対
応
で
き
る
新
制

度
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
し
た
。こ
れ
ら
の

制
度
の
活
用
の
可
否
や
有
用
性
は
、事
案
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。活
用
を
検
討
さ
れ
る

際
は
専
門
家
に
相
談
の
上
で
進
め
ら
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

参考資料

● 不在者財産管理人選任…行方不明者の財産を管理する者
を選任する手続

裁判所ホームページ「主な家事事件の手続と申立書式等」
の17番目に掲載されています
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/ 
saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000146. 
html

「所有者不明土地」
▶︎探索しても所有者を確知できない土地。所有者が不明な

場合のほか、所有者の所在が分からない場合も含まれる。
　土地所有者の探索は、公的書類等による調査や聞き取り

調査によるが、所有者が判明しなかったり、判明しても所
在が不明の場合が少なくなく、また、長期にわたって相続
登記がなく、数次の相続を経ているため所有者が多数に
のぼるなど探索が困難な場合もある。このため、土地の公
共的な利用に支障が生じることがある。

用語解説

㈱不動産流通研究所提供。https://www.re-words.net
より一部抜粋不動産用語集

今回のご相談

　隣地に20年以上誰も住んでいない空き家
がある、というお客さまから問合せがありまし
た。退職金の一部で空き家と土地の購入を検
討しているそうです。
　調査したところ、空き家とその敷地である
土地は同一人物の所有ですが、登記簿上の所
有者の住所は空き家の住所のままになってい
て、他の連絡先も分からないそうです。どのよ
うな方法をとれば良いのでしょうか。イラスト：おのひろゆき

民法・
宅建業法
に強くなる


